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 平成１6年度事務事業評価調書（新規用）　　　　北広島市

建設部都市整備課
区画整理担当

藤井高志

別紙２

23－12整理番号

事務区分 課長職名

事務事業名

■自治事務　　□法定受託事務　

③１人当り年間平均人件費
人 　件 　費

（概算）
④＝②×③

9,000

1.00

16,977

1.00

①合　計

1.00

9,000

②人　数（年間）

直接事業費

【費用の予定額】

その他特財

一般財源

国支出金

道支出金

（単位：千円）

新規事業として、大曲幸地区の組合設立が17年度予定されている。当該事業は羊ヶ丘通沿線約３９ｈａ、
権利者はおよそ１７６人であり、複数企業の業務代行方式による組合施行土地区画整理事業で施行する
予定である。組合に対しては市助成条例等に基づき助成金等の支出を見込む。

節 市街地整備

総合計画(第１次実施計画） □　あり

施策 計画的な市街地の形成

地方債

上位施策との関連
（総合計画での位
置付け）

高い都市機能をもち、活力にあふれるまち

　目　　　的
(ここから成果
指標を導きま
す）

対　　象
(誰､又は何を)

　　　意　　図
（何をねらっているの
か｡対象をどのような
状態にしたいのか）

大曲幸土地区画整理組合

大曲幸土地区画整理組合に対して適切な指導、助言、技術援助、助成、許認可を行なう
ことにより、本市が目指す魅力ある健全で良好な市街地形成の誘導を図り、大曲地区の
発展と地区住民等の生活環境の向上など、公共の福祉の増進に資することを目的とす
る。

事務事業開始年度

章

20年度
以降

　総　事　業　費 ①＋④

土地区画整理事業助成条例に基づく助成金の交付
　　・公園の整地及び柵等に要する費用の1/2
 　 ・歩行者専用道路の用地費（1,072㎡）
２０年度以降事務費は毎年

施策）

大曲幸土地区画整理組合
指導事業

区　　　　分

■　なし

斉藤順二部長職名

　〃 終了予定年度

　計　画　

事務事業の概要

内線697 

Ｈ１６．９月作成日

作成部署

　手　　　段
(ここから活動
指標を導きま
す）

市が行う
事務事業
の具体的
な実施内
容
（※補助
金等の場
合は団体
等の活動
内容）

土地区画整理事業助成条例に基づく助成金の交付
  　・幅員12ｍ以上の区画道路について12ｍを超える部分の築造費及び用地費（248㎡）
    ・歩行者専用道路の用地費　（891㎡）
事務費

20年度以降

１7年度

18年度

19年度

17年度 18年度 19年度

土地区画整理組合の設立に関する指導及び認可

土地区画整理事業助成条例に基づく助成金の交付
　  ・組合設立認可前に要した調査設計費の1/3



【事務事業を評価する指標（ものさし）】

・商業施設等の建設費などの初期投資：約76億円
・商業施設等の年間売り上げ規模：約200億円
・商業施設等の年間来客数：約640万人
・商業施設等における雇用：延べ約2,000人
・年間市税収額：約１億5千万円

【事務事業の社会的・経済
的効果はどの程度ですか。
効果の内容を具体的に記入
してください】

□ある程度効果が期待できる

□あまり効果が期待できない

事業の緊急性 ■高い

優良な業務代行企業の協力が見込まれる今が大曲
幸地区の開発・整備の機会と考える。

【社会経済情勢や市民ニー
ズの変化などから緊急度は
どの程度ですか】

□普通

□低い

□民間等への委託等が可能である

□民間等への一部委託が可能である

他の整備手法の可能性は薄く、大曲幸地区の整備手
法としては組合土地区画整理事業が妥当であり、助
成条例を適用することとなる。

■適切である

判　定

17年度目標値 18年度目標値

77%

評　価

　判　　　　定

□実施時期を遅らせる

□実施について再検討する

□実施しない

健全で良好な市街地形成により、地区住民等の生活環境の向上並びに経済効果も期待でき
ることから実施する。

今後の方向性等
【２次評価】　行財政構造改革推進本部の総合判定

■実施する

□見直しの上で実施する

項　　目 理由・方法等
■市が実施すべき事務事業である

□民間等への移管は可能であるが　

□妥当である

事業の有効性 ■十分効果が期待できる

手段の妥当性

羊ヶ丘通沿道の開発・整備は市街化区域編入を含
め、市が総合計画・都市マスに基づいて計画的に進
める必要があり,土地区画整理組合に対する指導等
は、市が実施する事務事業である。

【市が実施すべき事務事業
ですか。市民・企業等での
実施可能性はありません
か】

目的の妥当性

　 当面行政で実施すべきである

□民間等で実施すべきである

【社会経済情勢や市民ニー
ズの変化などから、設定し
た対象や意図は妥当です
か】

23－12整理番号

最終目標値
指　　　標(算式）指　　　標

指　　　標　　　値

成果指標

（目的の達成
度を測るもの
さし）

（事務事業の
活動量や実
績）

造成完了面積割合

活動指標 0ｈａ 10ｈａ造成完了面積

【1次評価】　担当部局の評価　

0% 26% 100%

【受益者負担が必要または
可能である場合、具体的な
方法等を理由等の欄に記入
してください】

組合施行の土地区画整理事業であり、組合員は土地
減歩等により事業の中で負担している。

■受益者負担されている

受益者負担の必要性 □受益者負担を求める必要がある

□受益者負担を求めることは可能である

□受益者負担になじまない

【目的を達成するための手
段は適切ですか。他の手段
や委託化などの可能性はあ
りませんか】

□他の手法がある

市が実施する必要性

民間企業や土地所有者等の協力によりまちづくりを
進める業務代行方式による組合土地区画整理事業
は、市にとっても有効である。

■概ね妥当である　

□妥当でない

19年度目標値

20ｈａ 39ｈａ


